
歯科技工士連携加算の見直しに関する期中改定について 

 

「製作技工に要する費用」に関わる検討委員会 

委 員 長 大 西 尚 之 

 

2025 年（令和７年）４月１日付にて歯科技工士連携加算の見直し（増点）に関する期中改定が

実施されましたのでお知らせいたします。 

 

１．期中改定内容 

2024 年（令和６年）６月１日の診療報酬改定において新設された、歯科医師と歯科技工士が

連携して印象採得、咬合採得及び仮床試適を行った場合の歯科技工士連携加算１及び歯科技工

士連携加算２の加算点数が 10 点ずつ引き上げられました。 

・歯科技工士連携加算１  50 点 ⇒ 60 点 

・歯科技工士連携加算２  70 点 ⇒ 80 点 

 

２．歯科技工士連携加算１、２および光学印象歯科技工士連携加算の算定可能な条件(2025 年４

月１日期中改定準拠） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★歯科技工士が連携した場合は歯科技工録にその旨を記録しておくこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

★歯科技工士が連携した場合は歯科技工録にその旨を記録しておくこと  

以 上 


